
川越市建設工事成績評定要領

（目的）

第１条 この要領は、本市が発注する建設工事の成績の評定（以下「評定」と

いう。）に関し必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を実施することによ

り、受注者の適正な選定及び指導育成並びに建設産業の健全な発展を図るこ

とを目的とする。

（評定の対象工事）

第２条 評定の対象とする工事は、１件の請負契約金額が５００万円以上の工

事とする。ただし、別表第１に掲げる工事については、評定を省略すること

ができる。

（評定者）

第３条 評定を行う者（以下「評定者」という。）は、次に掲げる者とする。

⑴ 監督員 川越市工事監督要綱第２条に定める者

⑵ 総括監督員 川越市工事監督要綱第８条に定める者

⑶ 工事検査員 川越市工事検査規則第５条に定める者

（評定の時期）

第４条 評定者である監督員及び総括監督員にあっては、工事の完成を確認し

たときに、評定者である工事検査員にあっては、完成検査実施のときに、そ

れぞれ評定を行うものとする。

（評定の方法）

第５条 評定は、工事の施工状況及び目的物の品質等を対象とし、工事ごとに

行い、建設工事成績報告書及び細目別評定点採点表への記録により行うもの

とする。

２ 評定は、工事の監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに

独立して的確かつ公正に行うものとする。この場合において、当該工事にお

ける評定者が複数のときは、それらの者が協議の上評定を行うものとする。

３ 評定者である監督員及び総括監督員は、受注者から当該工事における工事

特性、創意工夫、社会性等に関する実施状況を様式第１号により提出を受け

た場合は、評定に当たり適切に反映させるものとする。

（評定の結果の報告等）

第６条 評定者である監督員及び総括監督員が評定を行ったときは、その結果

を遅滞なく、工事主管課長に報告するとともに、評定者である工事検査員に

建設工事成績報告書及び細目別評定点採点表を提出するものとする。

２ 評定者である工事検査員が評定を行ったときは、その結果を遅滞なく技術

管理課長に報告するものとする。



３ 技術管理課長は、評定の結果について様式第２号により市長に報告するも

のとする。

４ 技術管理課長は、評定の結果についてその内容を工事主管課長に送付する

ものとする。

（評定の結果の通知）

第７条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、遅滞なく当該報告に

係る評定の結果を様式第３号により当該評定に係る受注者に通知するものと

する。

（説明の請求）

第８条 前条の規定による通知を受けた受注者は、評定の結果に関し疑問があ

るときは、当該通知を受けた日から起算して１４日以内に、様式第４号を市

長に提出して、評定の内容について説明を求めることができる。

（説明の請求に対する措置）

第９条 市長は、前条の規定による説明の請求があったときは、遅滞なく様式

第５号により当該請求者に回答するものとする。また、当該請求により評定

の結果を修正する必要があると認めるときは、当該評定の結果を修正し、修

正後の評定の結果を様式第６号にて当該請求者に通知しなければならない。

２ 前項の規定による回答又は通知をする場合には、あらかじめ第１２条第１

項に規定する建設工事成績評定委員会（以下「委員会」という。）の審議を

経るものとする。

（評定の修正）

第１０条 市長は、第７条の規定による通知をした後に、当該評定の対象とな

った工事における重大な瑕疵又は法令違反を発見し、当該評定の修正が必要

と認めた場合においては、評定を修正し、その結果を当該工事の受注者に通

知することができる。

（評定の結果の公開）

第１１条 市長は、様式第７号により評定の結果を公開するものとする。また、

前２条の規定により評定の結果を修正した場合も同様とする。

２ 評定の結果の公開は、閲覧者の氏名等の記載を要しない自由閲覧方式とす

る。

（委員会）

第１２条 評定の結果に対する説明の請求に係る事項を審議するため、委員会

を置く。

２ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

３ 委員長は、総務部長をもって充てる。



４ 委員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。

５ 委員長は、会務を総理する。

６ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員にその職

務を代理させることができる。

７ 委員会は、委員長が招集し委員の過半数が出席しなければ会議を開くこ

とができない。

８ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の

決するところによる。

９ 委員会の庶務は、総務部技術管理課において処理する。

（その他）

第１３条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。

（平成２７年３月２６日市長決裁）

附 則

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。

２ この要領の施行に伴い、川越市工事成績評定審査委員会設置要領（平成１

８年４月１日制定）は廃止する。



別表第１（第２条関係）

別表第２（第１２条関係）

１ 管理項目が極端に少ない工事で、契約後において評定者間の協議により

評定の省略が妥当と認められるもの

２ 解体・撤去等を主とする工事で、工事目的物の品質確認が困難なもの

３ 随意契約による工事で、次に掲げるもの

① 災害復旧等緊急を要する工事

② 維持修繕に係るもので機器製造業者又はプラント業者等による工事

③ ガス事業者等による専門の工事

建設部長 上下水道局長 契約課長 技術管理課長 工事主管課長


